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（趣旨） 

第１条 この規則は、東京藝術大学学則第22条の規定に基づき、東京藝術大学社会

連携センター（以下「センター」という｡)の組織及び運営について定めるものと

する。 

 （目的） 

第２条 センターは、本学の社会連携活動の総合窓口として、地域社会や産業界等

との連携を推進し、教育研究の振興を図るとともに、地域社会への貢献に資する

ことを目的とする。 

 （業務） 

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）本学の社会連携に関する基本方針の策定に関すること。 

（２）本学の社会連携に関する教育研究の発展充実に関すること。 

（３）本学の社会連携活動を推進するための企画、立案及び実施に関すること。 

（４）本学の産学公連携に関すること。 

（５）本学の社会連携活動に係る総合窓口及び学内関係部局との連絡調整に関する

こと。 

（６）本学の社会連携活動推進のための情報の提供に関すること。 

（７）その他本学の社会連携活動を促進するために必要な業務に関すること。 

 （職員） 

第４条 センターに教授、准教授、講師、助教、助手及びその他必要な職員を置く

ことができる。 

 （センター長） 

第５条 センターにセンター長を置く。 

２ センター長は、センターの業務を総括する。 

３ センター長の資格、選考及び任期については、別に定める。 

 （副センター長） 

第６条 副センター長は、センター長が指名する教員をもって充てる。 

２ 前項に掲げる副センター長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、 

副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 （運営委員会） 

第７条 センターに運営委員会を置き、センター長の諮問に応じ、次に掲げる事項

を審議する。 



（１）本学の社会連携に係る基本方針に関する事項 

（２）センターの管理運営に関する基本的事項 

（３）本学の社会連携に関する教育研究の発展充実に関する重要事項 

（４）特任教員、特任研究員の採用等に関する事項 

（５）本学の教育研究成果、知的財産の活用を通じた社会連携活動に関する基本的

事項 

（６）地方自治体又は産業界等との連携協定に関する事項 

（７）本学の社会連携活動推進のための情報の提供に関する基本的事項 

（８）社会連携活動の質保証に関すること 

（９）その他センター長が必要と認めた事項 

２ 運営委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。 

３ 運営委員会は、議長及び次に掲げる者（以下「委員」という｡)をもって組織す

る。 

（１）学長が指名する理事 若干人 

（２）副センター長 

（３）美術学部長 

（４）音楽学部長 

（５）大学院映像研究科長 

（６）大学院国際芸術創造研究科長 

（７）大学美術館長 

（８）演奏芸術センター長 

（９）芸術情報センター長 

（10）藝大アートプラザ所長 

（11）事務局長 

（12）その他センター長が第３号から第９号までに掲げる当該部局長と協議の上、

指名する者 若干人 

４ 前項第12号に掲げる委員は、学長が任命する。 

５ 前項第12号に掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員

に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （研究部） 

第８条 センターに、第３条に規定する業務を推進するため、研究部を置く。 

２  研究部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （庶務） 

第９条 センターに関する事務は、社会連携課が行う。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に必要な事項は別に定

める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、初めて任命される第６条第１項第１号に掲げる副センター

 長及び運営委員会委員の任期は、第６条第２項及び第７条第５項の規定にかかわ



 らず、平成20年３月31日までとする。 

附 則 

この規則は、平成22年５月21日から施行する。 

   附 則 
 この要項は、平成24年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成26年７月17日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成28年９月15日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和４年５月26日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和５年６月15日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年６月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 


